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○

預
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
適
格
性
の
認
定
の
申
請
）

（
適
格
性
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
三
条

金
融
機
関
又
は
銀
行
持
株
会
社
等
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

第
二
十
三
条

金
融
機
関
又
は
銀
行
持
株
会
社
等
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
銀
行
持
株
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（

る
銀
行
持
株
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（

法
第
百
一
条
第
五
項
、
第
百
十
八
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
五
項

法
第
百
一
条
第
五
項
及
び
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
第
二

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
等
の
認
定

項
に
規
定
す
る
合
併
等
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
申
請
書
に

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
損
益

二

最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
損
益

計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
株
主
資
本
等
変
動

計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
株
主
資
本
等
変
動

計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
最
近
の
日
計
表

計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
最
近
の
日
計
表

三

そ
の
他
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
法
第
百
一
条
第
五
項
、
第
百
十
八
条
第

三

そ
の
他
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
法
第
百
一
条
第
五
項
及
び
第
百
十
八
条

二
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
認
定
を
す
る
た

）
に
規
定
す
る
認
定
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
第
二
号
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
は
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規

２

前
項
第
二
号
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
は
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規

定
す
る
信
用
金
庫
等
に
あ
つ
て
は
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算

定
す
る
信
用
金
庫
等
に
あ
つ
て
は
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算

書
と
す
る
。
（
第
二
十
五
条
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
四
第
三
号
に
お
い
て

書
と
す
る
。
（
第
二
十
五
条
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
三
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。
）

同
じ
。
）
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（
電
磁
的
記
録
）

（
電
磁
的
記
録
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
法
附
則
第
十
五
条
の
四
第
七
項
に

第
二
十
三
条
の
二

法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定

で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

め
る
電
磁
的
記
録
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格

）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格
」
と

」
と
い
う
。
）
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

い
う
。
）
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

２

前
項
の
電
磁
的
記
録
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ

２

前
項
の
電
磁
的
記
録
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に

規
定
す
る
方
式

規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六

〇
五
に
規
定
す
る
方
式

〇
五
に
規
定
す
る
方
式

３

第
一
項
の
電
磁
的
記
録
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ

３

第
一
項
の
電
磁
的
記
録
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ

ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な

ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

提
出
者
の
商
号
又
は
名
称

一

提
出
者
の
商
号
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

二

提
出
年
月
日

第
二
十
九
条
の
二

法
第
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
資
産
は
、
手
形
に
係
る
債
権
、
債
券
に
係
る
債
権
、
金
融
機
関
と

債
務
者
と
の
取
引
契
約
の
違
約
金
又
は
当
該
取
引
契
約
を
実
行
す
る
た
め
の
手

数
料
に
係
る
債
権
そ
の
他
の
当
該
取
引
契
約
に
基
づ
く
債
権
と
す
る
。
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第
二
十
九
条
の
三
〜
第
二
十
九
条
の
五

（
略
）

第
二
十
九
条
の
二
〜
第
二
十
九
条
の
四

（
略
）

（
経
由
官
庁
等
）

（
経
由
官
庁
等
）

第
三
十
六
条

法
第
九
条
に
規
定
す
る
発
起
人
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ

第
三
十
六
条

法
第
九
条
に
規
定
す
る
発
起
人
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
款
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
提

き
定
款
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
構
の
役
員
（
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
た
だ
し
、
監
事

２

機
構
の
役
員
（
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
た
だ
し
、
監
事

を
除
く
。
）
は
、
法
第
三
十
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承

を
除
く
。
）
は
、
法
第
三
十
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣

に
承
認
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
承
認
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
措
置
に
係
る
認
定
に
係
る

３

法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
措
置
に
係
る
認
定
に
係
る

金
融
機
関
は
、
法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
を
内
閣
総
理
大
臣
に

金
融
機
関
は
、
法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
を
内
閣
総
理
大
臣
に

提
出
す
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
す
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

金
融
機
関
及
び
銀
行
持
株
会
社
等
（
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く

４

金
融
機
関
及
び
銀
行
持
株
会
社
等
（
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く

。
）
は
、
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
、
第
二
十
九
条
の
三
か
ら
第

。
）
は
、
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
、
第
二
十
九
条
の
二
か
ら
第

二
十
九
条
の
五
ま
で
に
規
定
す
る
認
可
申
請
書
並
び
に
法
第
五
十
九
条
第
六
項

二
十
九
条
の
四
ま
で
に
規
定
す
る
認
可
申
請
書
並
び
に
法
第
五
十
九
条
第
六
項

（
法
第
百
一
条
第
五
項
、
第
百
十
八
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
五

（
法
第
百
一
条
第
五
項
及
び
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
条
第
二
項
、
第
六
十
五
条

含
む
。
）
、
第
六
十
条
第
二
項
、
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
（
こ

及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
一
条
第
七
項
、
第
百
十

れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
一
条
第
七
項
及
び
第
百
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

八
条
第
四
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
報
告
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
又

む
。
）
に
規
定
す
る
報
告
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
又
は
法
第
百
八
条

は
法
第
百
八
条
の
二
第
三
項
（
法
第
百
八
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る

の
二
第
三
項
（
法
第
百
八
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
条
の
三
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
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）
、
第
百
八
条
の
三
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
健
全
化
計
画

。
）
若
し
く
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
健
全
化
計
画
を
金
融
庁
長
官

を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
は
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
を
経

に
提
出
す
る
と
き
は
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総

由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、
金
融
機
関
又
は
銀
行

理
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、
金
融
機
関
又
は
銀
行
持
株
会
社
等
の

持
株
会
社
等
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が

当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
（
財
務
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除

福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
（
財
務
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内
に
あ

く
。
）
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当
該
所
在
地
が

る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当
該
所
在
地
が
財
務
事
務
所
又

財
務
事
務
所
又
は
小
樽
出
張
所
若
し
く
は
北
見
出
張
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る

は
小
樽
出
張
所
若
し
く
は
北
見
出
張
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長
と
す
る
。
次
条
に
お
い

は
当
該
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
）
を
経

て
同
じ
）
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
備
審
査
）

（
予
備
審
査
）

第
三
十
七
条

金
融
機
関
及
び
銀
行
持
株
会
社
等
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の

第
三
十
七
条

金
融
機
関
及
び
銀
行
持
株
会
社
等
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の

認
定
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
（
法
附
則
第
十
五
条
の
四
第
七
項
に
お
い
て
準

認
定
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
承
認
又
は
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
、
法
第

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又
は
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
、
法
第
百
八

百
八
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

当
該
認
定
、
承
認
又
は
認
可
の
申
請
を
す
る
際
に
金
融
庁
長
官
又
は
財
務
局
長

認
定
、
承
認
又
は
認
可
の
申
請
を
す
る
際
に
金
融
庁
長
官
又
は
財
務
局
長
（
当

（
当
該
金
融
機
関
が
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

該
金
融
機
関
が
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
金

は
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
と
し
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
に

融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
と
し
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
あ
つ

あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。
以
下
こ
の

て
は
金
融
庁
長
官
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に

条
に
お
い
て
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
べ
き
書
類
に
準
じ
た

お
い
て
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
べ
き
書
類
に
準
じ
た
書
類

書
類
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附

則

附

則

（
業
務
の
特
例
に
係
る
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
業
務
の
特
例
に
係
る
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条

機
構
が
法
附
則
第
七
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
を
除
き
、

第
二
条

機
構
が
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、

法
附
則
第
十
五
条
の
五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
一
号
、

法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
七
号
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合

、
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

に
は
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一

法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
に
関
す
る
事
項

一

法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
に
関
す
る
事
項

二

法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
定
銀
行
（
以
下
「
協
定
銀

二

法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
定
銀
行
（
以
下
「
協
定
銀

行
」
と
い
う
。
）
へ
の
出
資
に
関
す
る
事
項

行
」
と
い
う
。
）
へ
の
出
資
に
関
す
る
事
項

二
の
二

法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
協
定
銀
行
か

二
の
二

法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
協
定
銀
行
か

ら
納
付
さ
れ
る
金
銭
の
収
納
に
関
す
る
事
項

ら
納
付
さ
れ
る
金
銭
の
収
納
に
関
す
る
事
項

三

協
定
銀
行
に
対
す
る
法
附
則
第
十
条
の
二
（
法
附
則
第
十
五
条
の
五
第
八

三

協
定
銀
行
に
対
す
る
法
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
て
ん

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
塡
に
関

に
関
す
る
事
項

す
る
事
項

四

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
（
法
附
則
第
十
五
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準

四

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
銀
行
に
対
す
る
資
金
の
貸

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
協

付
け
及
び
協
定
銀
行
が
行
う
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
の
保
証
に
関
す
る

定
銀
行
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
及
び
協
定
銀
行
が
行
う
資
金
の
借
入
れ
に

事
項

係
る
債
務
の
保
証
に
関
す
る
事
項

五

法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
五
号
（
法
附
則
第
十
五
条
の
五
第
七
項
に
お
い

五

法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
財
産
の
調
査
に
関
す
る
事
項

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
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財
産
の
調
査
に
関
す
る
事
項

六

法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
六
号
（
法
附
則
第
十
五
条
の
五
第
七
項
に
お
い

六

法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
債
権
の
取
立
て
に
関
す
る
事

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
債
権
の
取
立
て
に
関
す
る
事
項

項

七

そ
の
他
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
方
法

七

そ
の
他
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
方
法

２

機
構
が
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、

２

機
構
が
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、

法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
協
定
に
関
す
る
事
項

一

法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
協
定
に
関
す
る
事
項

二

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
銀
行
に
対
す
る
資
金
の
貸

二

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
銀
行
に
対
す
る
資
金
の
貸

付
け
及
び
協
定
銀
行
が
行
う
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
の
保
証
に
関
す
る

付
け
及
び
協
定
銀
行
が
行
う
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
の
保
証
に
関
す
る

事
項

事
項

三

そ
の
他
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
方
法

三

そ
の
他
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
方
法

（
特
例
業
務
勘
定
で
経
理
す
る
業
務
）

（
特
例
業
務
勘
定
で
経
理
す
る
業
務
）

第
三
条
の
四

令
附
則
第
二
条
の
十
六
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定

第
三
条
の
四

令
附
則
第
二
条
の
十
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

め
る
も
の
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
前
に
そ
の
開
始
が
見
込
ま
れ
て
い
る
業

る
も
の
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
前
に
そ
の
開
始
が
見
込
ま
れ
て
い
る
業
務

務
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
機
構
が
特
例
業
務
勘
定
（
法
附
則
第
十
八
条
第
一

に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
機
構
が
特
例
業
務
勘
定
（
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項

項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
勘
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
経
理
す
る

に
規
定
す
る
特
例
業
務
勘
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
経
理
す
る
こ

こ
と
を
適
当
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

と
を
適
当
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。


